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電
力
事
業
へ
の
外
国
資
本
の
参
入
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
の
第
一
段
階
と
し
て
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
閣
議
決
定
し
た
（
平
成
二
十

五
年
四
月
十
二
日
決
定
）
が
、
改
革
が
進
め
ば
外
国
資
本
も
電
力
事
業
に
新
規
参
入
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
明
確
に
回
答
い
た
だ
き
た
い
。

一

平
成
二
十
五
年
四
月
二
日
閣
議
決
定
に
「
電
力
会
社
、
料
金
メ
ニ
ュ
ー
、
電
源
等
を
選
び
た
い
と
い
う
需
要
家
の
様
々
な

ニ
ー
ズ
に
多
様
な
選
択
肢
で
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
に
転
換
す
る
。
ま
た
、
他
業
種
・
他
地
域
か
ら
の
参
入
、
新
技
術

を
用
い
た
発
電
や
需
要
抑
制
策
等
の
活
用
を
通
じ
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
誘
発
し
得
る
電
力
シ
ス
テ
ム
を
実
現
す
る
。
」
と

あ
る
。
既
に
韓
国
財
閥
系
企
業
が
日
本
で
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
の
建
設
を
行
う
方
針
が
報
道
さ
れ
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
電
子

版
平
成
二
十
五
年
四
月
六
日
付
記
事
）
が
、
今
後
も
他
国
か
ら
の
参
入
が
続
く
可
能
性
も
高
い
と
考
え
る
。

平
成
二
十
年
に
英
国
に
拠
点
を
持
つ
Ｔ
Ｃ
Ｉ
フ
ァ
ン
ド
が
電
源
開
発
株
式
会
社
の
株
式
の
追
加
取
得
を
行
お
う
と
し
た
際

に
、
財
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
き
、
中
止
を
命
令
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
が
、
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
電
力
シ
ス
テ
ム
に
他
国
の
企
業
や
資
本
が
参
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
安
全
保
障
上

の
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

例
え
ば
、
中
華
人
民
共
和
国
の
太
陽
光
発
電
事
業
者
が
参
入
し
て
き
た
場
合
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


